
報酬比較表
2021.01.18

現 新 差 改定率

要介護1 755 752 -3 -0.40%

要介護2 801 799 -2 -0.25%

要介護3 862 861 -1 -0.12%

要介護4 914 914 0 0.00%

要介護5 965 966 1 0.10%

要介護1 797 794 -3 -0.38%

要介護2 868 867 -1 -0.12%

要介護3 930 930 0 0.00%

要介護4 986 988 2 0.20%

要介護5 1,041 1,044 3 0.29%

要介護1 829 827 -2 -0.24%

要介護2 877 876 -1 -0.11%

要介護3 938 939 1 0.11%

要介護4 989 991 2 0.20%

要介護5 1,042 1,045 3 0.29%

要介護1 876 875 -1 -0.11%

要介護2 950 951 1 0.11%

要介護3 1,012 1,014 2 0.20%

要介護4 1,068 1,071 3 0.28%

要介護5 1,124 1,129 5 0.44%

要介護1 741 737 -4 -0.54%

要介護2 785 782 -3 -0.38%

要介護3 846 845 -1 -0.12%

要介護4 897 897 0 0.00%

要介護5 947 948 1 0.11%

要介護1 813 811 -2 -0.25%

要介護2 861 860 -1 -0.12%

要介護3 920 920 0 0.00%

要介護4 970 971 1 0.10%

要介護5 1,022 1,024 2 0.20%

要介護1 835 833 -2 -0.24%

要介護2 880 879 -1 -0.11%

要介護3 942 943 1 0.11%

要介護4 995 997 2 0.20%

要介護5 1,046 1,049 3 0.29%

要介護1 880 879 -1 -0.11%

要介護2 954 955 1 0.10%

要介護3 1,016 1,018 2 0.20%

要介護4 1,072 1,075 3 0.28%

要介護5 1,128 1,133 5 0.44%

要介護1 835 833 -2 -0.24%

要介護2 880 879 -1 -0.11%

要介護3 942 943 1 0.11%

要介護4 995 997 2 0.20%

要介護5 1,046 1,049 3 0.29%

要介護1 880 879 -1 -0.11%

要介護2 954 955 1 0.10%

要介護3 1,016 1,018 2 0.20%

要介護4 1,072 1,075 3 0.28%

要介護5 1,128 1,133 5 0.44%

短 期 入 所 療 養 介 護 （ 介 護 老 人 保 健 施 設 ）

ｂ 　介護老人保健施設短
期入所療養介護費（ⅱ）
＜従来型個室＞

【在宅強化型】

ｃ　介護老人保健施設短
期入所療養介護費（ⅲ）
＜多床室＞

【（基本型）】

報酬項目

a　ユニット型介護老人保
健施設短期入所療養介護
費（i）
＜ユニット型個室＞

【（基本型）】

ｂ　ユニット型介護老人保
健施設短期入所療養介護
費（ⅱ）
＜ユニット型個室＞

【在宅強化型】

ｃ　ユニット型介護老人保健施設
短期入所療養介護費（ⅲ）
⇒経過的ユニット型介護老人保
健施設短期入所療養介護（ⅰ）
＜ユニット型準個室的多床室＞

【（基本型）】

ｄ　介護老人保健施設短
期入所療養介護費（ⅳ）
＜多床室＞

【在宅強化型】
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a 　介護老人保健施設短
期入所療養介護費（i）
＜従来型個室＞

ｂ　介護老人保健施設短
期入所療養介護費（ⅱ）
＜多床室＞
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a 　介護老人保健施設短
期入所療養介護費（i）
＜従来型個室＞

【（基本型）】
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ｄ　ユニット型介護老人保健施設
短期入所療養介護費（ⅳ）
⇒経過的ユニット型介護老人保
健施設短期入所療養介護費
＜ユニット型準個室的多床室＞

【在宅強化型】



報酬比較表
2021.01.18

現 新 差 改定率

短 期 入 所 療 養 介 護 （ 介 護 老 人 保 健 施 設 ）

報酬項目

要介護1 818 816 -2 -0.24%

要介護2 864 863 -1 -0.12%

要介護3 924 924 0 0.00%

要介護4 976 977 1 0.10%

要介護5 1,026 1,028 2 0.19%

要介護1 818 816 -2 -0.24%

要介護2 864 863 -1 -0.12%

要介護3 924 924 0 0.00%

要介護4 976 977 1 0.10%

要介護5 1,026 1,028 2 0.19%

― ― ―

656 650 -6 -0.91%

908 908 0 0.00%

1,261 1,269 8 0.63%

97/100 97/100 0 -

70/100 70/100 0 -

97/100 97/100 0 -

24 24 0 0.00%

240 240 0 0.00%

76 76 0 0.00%

200 200 0 0.00%

90 90 0 0.00%

120 120 0 0.00%

60 60 0 0.00%

120 120 0 0.00%

60 60 0 0.00%

34 34 0 0.00%

46 46 0 0.00%

184 184 0 0.00%

- 275 275 新規

8 8 0 0.00%

3 3 0 0.00%

4 4 0 0.00%

518 518 0 0.00%

- - - -

サービス提供体制強化加算（Ⅰ） - 22 22 新規

サービス提供体制強化加算（Ⅰ）イ⇒Ⅱ 18 18 0 0.00%

サービス提供体制強化加算（Ⅰ）ロ 12 - -12 見直し

サービス提供体制強化加算（Ⅱ） 6 - -6 見直し

サービス提供体制強化加算（Ⅲ） 6 6 0 0.00%

介護職員処遇改善加算（Ⅰ） 所定単位×39/1000 所定単位×39/1000 0 -

介護職員処遇改善加算（Ⅱ） 所定単位×29/1000 所定単位×29/1000 0 -

介護職員処遇改善加算（Ⅲ） 所定単位×16/1000 所定単位×16/1000 0 -

介護職員処遇改善加算（Ⅳ） （Ⅱ）×90/100 - - 廃止

介護職員処遇改善加算（Ⅴ） （Ⅱ）×80/100 - - 廃止

介護職員等特定処遇改善加算（Ⅰ） 所定単位×21/1000 所定単位×21/1000 0 -

介護職員等特定処遇改善加算（Ⅱ） 所定単位×17/1000 所定単位×17/1000 0 -

※　介護職員処遇改善加算（Ⅳ）及び介護職員処遇改善加算（Ⅴ）については、令和４年３月３１日まで算定可能。

介護職員等特定処遇改善加算

（１）特定介護老人保健施設短期入所療養介護費（３時間以上４時間未満）

 

特定介護老人保健施設短期入所療養介護費（１日）

（２）特定介護老人保健施設短期入所療養介護費（４時間以上６時間未満）

夜勤職員勤務条件基準を満たさない場合の減算

入所定員の超過、または職員等の欠員減算

（３）特定介護老人保健施設短期入所療養介護費（６時間以上８時間未満）

a　ユニット型介護老人保
健施設短期入所療養介護
費（i）　＜ユニット型個室＞

ｂ　ユニット型介護老人保健施設
短期入所療養介護費（ⅱ）
⇒経過的ユニット型介護老人保
健施設短期入所療養介護費
＜ユニット型個室的多床室＞
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認知症専門ケア加算（Ⅰ）

特定治療

重度療養管理加算（特定介護老人保健施設短期入所療養介護の場合）

重度療養管理加算

緊急時治療管理

認知症専門ケア加算（Ⅱ）

介護職員処遇改善加算

総合医学管理加算　（利用中７日を限度）

サービス提供体制強化加算

ユニットリーダー配置等体制未整備減算（ユニット型のみ）

夜勤体制加算（20名に1名以上、かつ利用者41以上では2、利用者40以下では1を超えること）

送迎加算（片道あたり）

在宅復帰・在宅療養支援機能加算（Ⅰ）

在宅復帰・在宅療養支援機能加算（Ⅱ）

個別リハビリテーション実施加算

認知症ケア加算

若年性認知症利用者受入加算（※との併用不可）

緊急短期入所受入対応加算（７日（やむを得ない事情がある場合は１４日）を限度））

認知症行動・心理症状緊急対応加算（７日を上限）※

（特定介護老人保健施設短期入所療養介護の場合）

緊急時施
設療養費

療養食加算（１回につき）


